
生涯活躍のまち形成支援チームの設置について 

 

１．趣旨 

「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015 改訂版）」（平成 27 年 12 月

24日閣議決定）に基づき、「生涯活躍のまち」構想の実現に向けた地方公

共団体の取組が一層円滑に進められるよう、既存制度上の課題や隘路、関

係施策が連携した支援策の在り方等について検討し、構想に関する取組

の普及・横展開を図るため、関係府省が連携して「生涯活躍のまち形成支

援チーム」（以下「支援チーム」という。）を開催する。 

 

２．構成 

（１）支援チームの構成員は、別紙のとおりとする。ただし、チームリー

ダーは、必要があると認めるときは、構成員を追加することができ

る。 

（２）支援チームは、必要に応じ、有識者を含め関係者の出席を求めるこ

とができる。 

 

３．庶務 

支援チームの庶務は、関係府省の協力を得て、内閣官房において処理す

る。 

 

４．運営 

（１）支援チームの配布資料及び議事要旨については、原則として、公表

する。ただし、チームリーダーが特に必要と認めるときは、配布資

料及び議事要旨の全部又は一部を公表しないものとすることがで

きる。 

（２）上記に定めるもののほか、具体の検討を進めるためのワーキングの

設置など会議の運営に関して必要な事項は、チームリーダーが定め

る。 
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